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令和４年３月 30 日 環政計発第 2203303 号 制定 

令和４年７月１日 環地域事発第 2207012 号 改正 

令和５年１月 13 日 環地域事発第 2301131 号 改正 

令和６年２月 13 日 環地域事発第 2402131 号 改正 

令和６年３月１日 環地域事発第 2403011 号 改正 

令和６年７月 23 日 環地域事発第 2407232 号 改正 

令和６年 11 月 13 日 環地域事発第 2411133 号 改正 

令和７年３月 10 日 環地域事発第 2503102 号 改正 

令和７年 10 月 14 日 環地域事発第 2510141 号 改正 

令和８年３月 31 日 環地域事発第 2603313 号 改正 

 

 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 

 

第１ 通則 

この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金）（以下「交付金」という。）交付要綱（以下「交付要綱」という。）第３条に掲げる事

業の実施に関して必要な細目等を定めることを目的とする。 

 

第２ 交付対象事業 

 交付金の交付対象となる事業の要件等は別紙１及び別紙２に定めるとおりとする。 

 

第３ 事業費の費目の内容及び算定方法 

交付金の交付の対象となる事業費（以下「交付対象事業費」という。）の区分及び各費目

の内容は、別表第１から別表第４までに定めるとおりとする。 

 

第４ 事務処理 

（１）交付対象事業の実施にあたっては、環境省が特に定めるもののほかは、地方公共団体

の財務規則、契約規則等により執行するものとする。 

（２）地方公共団体は、交付対象事業の経理にあたっては、交付対象事業と交付対象事業以

外の事業を厳に区分して行うものとし、次に掲げる関係書類及び帳簿等を区分し、事業

終了年度の翌年度から起算して５年間整理保存するものとする。 

 ①請負契約等を締結したときは次に掲げる関係書類。 

  ア 予定価格調書又はこれに代わるべき書類及び内訳書 

  イ 競争公告又は指名通知等の関係書類 

  ウ 入札書及び入札経過調書又はこれに代わるべき書類 
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  エ 契約書又はこれに代わるべき書類（工事請負契約書には、当該工事の仕様書及び見

積明細書を添付しておくものとする。） 

 ②補助金等を交付したときは次に掲げる関係書類。 

  ア 地方公共団体において制定した補助金等交付要綱 

  イ 補助金等の交付関係書類（交付申請書、交付決定通知書等） 

  ウ 補助金等の支出関係書類 

 ③交付対象事業の支出関係書類 

  ア 支出命令書、支出伝票、請求書及び領収書 

  イ 事業費歳入簿、歳出予算差引簿 

  ウ 資材受払簿 

  エ 工事日誌等の事業実施状況等のわかる書類 

 ④交付対象事業のうち、地方公共団体が直接執行する事業費については、各経費の費目別

に支出して証拠書類及び関係帳簿を整理、保管しておくものとする。 

 

第５ その他 

（１）地方公共団体は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に疑義

が生じたとき、交付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱等に記載の

ない細部については、地方環境事務所長に速やかに報告し、その指示に従うものとする。 

（２）この実施要領に定めるもののほか、交付金の交付に関する必要な細目は、環境省大臣

官房地域脱炭素事業推進課長が別に定める。 

 

附則 

この実施要領は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る交付金事業から

適用する。 

 

附則 

この実施要領は、令和４年７月１日から施行する。 

 

附則 

１ この実施要領は、令和５年１月 13 日から施行し、令和４年度補正予算（第２号）

に係る交付金事業から適用し、令和４年度当初予算に係る交付金事業については、な

お従前の例による。 

２ 第１項の規定にかかわらず、別紙１の（１）クの規定の適用については、この実施

要領の施行日の前日までに脱炭素先行地域に選定されている場合に限り、なお従前

の例による。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別紙２の（１）スの規定の適用については、この実施
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要領の施行日の前日までに交付要綱第 10 条第２項（同条第３項で準用される場合を

除く。）の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が受理されている場合

に限り、なお従前の例による。 

 

附則 

この実施要領は、令和６年２月 13 日から施行する。 

 

附則 

  １ この実施要領は、令和６年３月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、別紙１の１.事業の要件のカ及びケ並びに２．交付対

象事業の内容のア（イ）、ア（ウ）、イ（エ）、イ（オ）、イ（キ）及びイ（ク）の交

付率等の規定の適用については、この実施要領の施行日の前日までに脱炭素先行地

域に選定されている場合に限り、なお従前の例による。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別紙２の１.事業の要件のエ及びケ並びに２．交付対

象事業の内容のア（イ）、イ（コ）及びウ（ソ）の交付率等の規定の適用については、

この実施要領の施行日の前日までに交付要綱第 10 条第２項（同条第３項において準

用される場合を除く。）の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が受理

されている場合に限り、なお従前の例による。 

 

附則 

この実施要領は、令和６年７月 23 日から施行する。 

 

附則 

１ この実施要領は、令和６年 11 月 13 日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、別紙１の２．交付対象事業の内容のウ（セ）、ウ 

（ソ）、ウ（タ）、ウ（チ）及びウ（テ）並びに別紙２の２．交付対象事業の内容のオ

（ネ）、オ（ノ）、オ（ヒ）、オ（フ）及びオ（ヘ）の交付要件の規定の適用について

は、令和６年４月１日から適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、別紙１の２．交付対象事業の内容のオ（二）及び別紙２

の２．交付対象事業の内容のカ（マ）の交付率等の規定の適用については、この実施

要領の施行日の前日までに交付要綱第 10 条第２項（同条第３項において準用される

場合を除く。）の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が受理されてい

る場合に限り、なお従前の例による。 

 

附則  

１ この実施要領は令和７年３月 10 日から施行する。 
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２ 前項の規定にかかわらず別紙１の１．事業の要件のケ、２．交付対象事業の内容の

ウ（コ）の交付率等の規定並びにイ（エ）（h,l を除く。）、ウ（ケ）c(c)、ウ（コ）及

びウ（テ）の交付要件の規定の適用については、この実施要領の施行日の前日までに

脱炭素先行地域に選定されている場合に限り、なお従前の例による。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、別紙２の 1．事業の要件のカ、ケ、ス、セ、２．交付

対象事業の内容のア（イ）ただし書き、ア（エ）、イ（コ）、イ（シ）、エ（ツ）、エ（テ）

及びオ（ノ）の交付率等の規定並びにア（イ）(a,d,j,n を除く。)、イ（コ）（d,j を

除く。）、ウ（ソ）、ウ（チ）、エ（ツ）及びエ（ヌ）の交付要件の規定の適用について

は、この実施要領の施行日の前日までに交付要綱第 10 条第 2 項（同条第 3 項におい

て準用される場合を除く。）の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が

受理されている場合に限り、なお従前の例による。 

 

附則  

この実施要領は、令和７年 10 月 14 日から施行する。 

 

附則  

１ この実施要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず別紙１の２．交付対象事業の内容のア（ア）（f,j,k を除 

く。）、イ（エ）e、（オ）の交付要件の規定の適用については、この実施要領の施行日 

の前日までに交付要綱第 10 条第 2項（同条第 3項において準用される場合を除く。） 

の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が受理されている場合に限り、 

なお従前の例による。 

 

 

別紙１ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業（脱炭素先行地域づ

くり事業） 

別紙２ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業（重点対策加速化事

業） 

別表第１ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業費（設備整備事業） 

別表第２ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業費（車両導入事業） 

別表第３ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業費（効果促進事業） 

別表第４ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業費（地方公共団体が交付金の

執行に要する事務費） 


